
民間紛争解決手続の業務の内容及び実施方法の概要

                  

                   

調停手続申込

受付相談と説明

相手方への説明

申込受理

相手方への通知

行政書士調停人の選任

一件資料の検討

弁護士の運営委員

調停人の忌避・辞任･解任

和解合意の成立

手続関与弁護士（３名以上）

第1回期日

於：センター調停室

行政書士調停人２名

（交互面接又は同席調停）

第Ｍ回期日

調停手続終了

担当弁護士の選任

紛争解決小委員会

ＡＤＲセンター長

[6条 1号関係]（規則 5条 1項 1号～4号）（外国人、自転車、愛護動物、住宅敷金）調停案件の紛争

申込不受理の決定

調停人による手続終了 （依頼なし）

説明 [法 14条関係]（調停規程 8条、9条）
・説明者：センター長又はセンター長指名の調停人候補者

・場所：ＡＤＲセンター（水曜日午前１０時から午後４時）

・説明内容：調停手続きに関する説明書を交付して説明する

説明 [法 6条 8号、15号関係]
・調停申込書提出（調停規程 10条）
・申込手数料 10,000円（税別）、期日手数料 10,000円（税別）
（現金納付又は指定口座に振込）

（調停規程 11条）（調停規程 12条 1項）
・不受理通知書送付

（調停規程 12条 2項）
・申込手数料返還

（費用報酬規程 4条 2項）

・受理通知書送付（調停規程 12条 2項）

（調停規程 13条）

説明 [法 6条 9号、6号関係] （調停規程 16条）
・書面の送付（通知書、調停申込書写し、調停手続の説明

書、調停依頼書様式）（配達証明郵便等）

・14日以内の回答を求める

説明 [法 14条関係] （調停規程 17条）
・説明者：センター長又は当該担当調停人

・説明内容：「調停手続に関する説明書」に基づき説明（調停規程 17条 1項、9条）

相手方から依頼
説明 [法 6条 8号関係]
・調停依頼書提出（調停規程 18条）

（調停規程 19条）
・当事者に調停手続の終了

通知書送付

（調停規程 19条 2項）

（規則 17条 3項、4項、調停規程 22条）

担当弁護士の助言措置

[法 6条 5号関係]
（調停規程 22条 2項）

[法 6条 2号、3号関係]
（調停規程 14条）

（規則 17条 1項）[法 6条 2号、3号関係]
（調停規程 20条）

説明 [法 6条 3号関係]

・公正な手続き実施を妨げるおそれがある事由が

ある場合における手続実施者の排除方法

（調停規程 15条、21条、26条）

説明 [法 6条 4号関係]

・実質的支配者等、子会社等を当事者とする紛争

（規則 19条、調停規程 26条）

（調停規程 23条、24条、25条）

担当弁護士の助言措置

[法 6条 5号関係]
（調停規程 22条 3項、4項、
5項、6項、7項、29条 4項）

第２回期日 期日手数料１回当たり 10,000円（税別）
[法 6条 15号関係]
（規則 24条、費用報酬規程 5条）説明 [法 6条 7号関係]

・必要に応じ指定場所以外調停

（調停規程 28条 3項）
・参考人

（調停規程 31条、費用報酬
規程 7条 2項）

・公正迅速のため期日 3回以内
又は、申込から 15週間以内
の和解成立に努める

（調停規程 26条 6項）

申込審査

[法 6条 12号関係]
（調停規程 34条）

[法 6条 13号関係]
（調停規程 35条）

調停人による手続終了

（調停規程 33条）
当事者への交付又は

送付（配達証明郵便等）

※ 成立手数料

   紛争解決額の 100分の 5

合意書作成

（配達証明郵便等）

[法 6条 6号、13号関係]
（調停規程 33条 5号）

当事者への通知

資料の取扱い

[法 6条 10号関係]
（規則 23条、調停規程 6条）

手続の進行

[6条 7号関係]
（調停規程 13条～35条）

当事者による手続終了

調停手続開始

（調停規程 11条 1項）

調停人２名（うち１名主任調停人）

説明（調停規程 14条 6項）
・当該調停人の氏名記載の書面送付又はその他の方法

当事者への書面送付


